
 
 

仕 様 書 

 

 

１ 業務名称    市立福知山市民病院デジタル印刷機賃貸借 

（長期継続契約） 

 

２ 業務概要    デジタル印刷機２台の賃貸借の調達 

 

３ 機器設置場所   福知山市厚中町２３１番地 

          市立福知山市民病院（１台） 

市立福知山市民病院看護学校（１台） 

 

４ 賃貸借期間   令和 2年 4月 1日～令和 6年 3月 31 日（4年間） 

（１）この契約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の３の規

定による長期継続契約であるため、この契約の締結の日の属する年度の翌

年度以降において、当該契約に係る市立福知山市病院の歳出予算において、

減額又は削除があった場合、市立福知山市民病院はこの契約を変更し、又は

解除することができる。 

（２）前号の場合において、市立福知山市民病院は、受注者に対して事前に通知

し、その場合は双方協議するものとする。 

 

５ 機密保持 

（１）受注者は、保守の実施にあたって知り得た発注者の業務上の機密を外部に

漏らしたり、又は他の目的に利用してはならない。契約期間終了後も同様と

する。 

（２）受注者は、保守作業において、記憶装置を交換する際や契約期間終了後の

機器撤去の際等、記憶装置から情報漏洩の可能性がある場合は、自らの費用

負担において、発注者の使用により記憶された全てのデータを完全に消去

しなければならない。 

 

 

 

 

 

 



 
 

６ 設置機器仕様 

 

 １号機（病院） ２号機（看護学校） 

メーカー 指定なし 

主 

 

な 

 

機 

 

能 

原稿サイズ ２９７㎜×４２０㎜ Ａ３ 

用紙サイズ 
最大 ３００㎜×４２０㎜ Ａ３相当 

最小 ５０㎜×９０㎜ 

印刷サイズ ２９０㎜×４１０㎜ Ａ３相当 

給紙容量 １０００ 

解像度（ｄｐｉ） 
読込 ６００×６００ 

書込 ６００×６００ 

製版時間 ２０秒（Ａ４縦） 

印刷速度 １３５枚／分 

 

外 

 

寸 

 

法 

幅 ｍｍ 

使用時 

１４３０ｍｍ 以下 

奥行 ｍｍ ７３０ｍｍ 以下 

高さ ｍｍ 

１１５０ｍｍ 以下 

（ｶﾊﾞｰを最大に開けた

時、1550 ㎜以下） 

１１５０ｍｍ 以下 

   

※ 同等品可とする。 

 

  同等品の考え方  １．外寸法以下であること。 

           ２．機能が同等以上であること。 

 

 

 

 

 



 
 

７ その他 

  ア リサイクル機・リユース機は不可とする。    

  イ 機器の本体搬入・設置・各種設定及び契約期間終了時の撤去・運搬は受

注者の負担とする。 

  ウ 機器のメンテナンスは月１回以上必ず行うこと。 

  エ 契約期間中に正常に機能しない等故障が生じた場合は、遅滞なく修理 

復旧すること。 

  オ 機器設置後、正常に機能するように作業点検を行い、適切な取扱説明及 

び操作指導を実施すること。  

  カ 契約期間中における機器の移動にあたっては、市立福知山市民病院の 

指示に従うこと。機器の移動に要する経費は全て賃貸借料金に含むもの 

とする。 

  キ その他この契約で疑義が生じた場合は、市立福知山市民病院及び受注 

者双方協議の上、決定するものとする。 


